
独立行政法人，誕生までの経緯

中澤 司会進行役を仰せつかりました中澤と
申します。現在，「独立行政法人化」というこ
とで，研究機構がどう変わりつつあるのか皆さ
ん興味を持っています。今日はそれをご紹介い
ただこうという趣旨です。お話しがてら自己紹
介もお願いします。佐々木先生からどうぞ。
佐々木 私は放射線科の臨床の医者です。ず

っと大学で放射線医学の中でも核医学を専攻し
てきました。平成 9年より科学技術庁放射線医
学総合研究所の所長職を務めていました。行政
改革で 2001年の 1月 6日に科学技術庁が文部
省と一緒になったため，放医研は文部科学省所
管の国立試験研究所になりました。そして 4月

1日に独立行政法人として新生しました。
旧科学技術庁の傘下には 6つの国立試験研究

所があったのですが，その中で企画を行う科学
技術政策研究所は，文部科学省に残りました。
あとの 5つの研究所は実施機関ということで独
立行政法人になったわけです（p.3図参照）。
中澤 ありがとうございました。では，次は

永冨先生。
永冨 私は，独立行政法人農業生物資源研究

所の放射線育種場の場長をやっております。農
林水産省では 17の独立行政法人に編成替えと
なりました。研究機関では農業技術研究機構
は，従来の地域農業試験場と専門場所を全部合
わせて，3000人規模の機関になっておりま
す。農業生物資源研究所は 2番目に大きい法人
ですが，400人の規模です。放射線育種場はそ
の中の支場です。
当場の開設は 1960年です。当時，動物の放

射線研究は放射線医学総合研究所で実施され，
植物の放射線研究は当時の科学技術庁から農林
省の機関としてやってきています。
私自身は農作物の品種改良の研究をやってお
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りまして，15年ほど前に放射線育種場に参り
ました。そこでバイオテクノロジーと放射線照
射を組み合わせて効率的な突然変異の誘発研究
を進めてまいりました。
中澤 ありがとうございました。次は鈴木さ

ん，お願いします。
鈴木 私は，大学のときには物理化学という

分野で修士を終わって，旧 通産省の電子技術
総合研究所に入りました。そのときに放射線計
測，それから放射線の標準を中心としている部
署に入り，約 30年務めて来ました。

2001年の春から，経済産業省の独立行政法
人，産業技術総合研究所の計測標準研究部門の
量子放射科の所属になりました。放射線の国家
標準について，海外との対応，国内的にもト
レーサビリティを中心に，放射線の標準を開発
するという研究をやっているところです。
通産省の 15の研究所は，独立行政法人産業

技術総合研究所という 1つの研究所になるとい
うことで，非常に大変でした。統合後の現在も
まだ右往左往しているという状態です。
中澤 ありがとうございました。私も若干だ

け自己紹介しますと，これから独立行政法人に
なるであろうという東京大学におります。鈴木
先生と同じで，もともと出身は理学なんです
が，卒業してから工学部に行き，原子力で放射
線計測という分野をずっとやって現在に至って
います。

「独立」とはどういう意味か？

中澤 独立行政法人とは何かというのを一般
の方には，どういうふうに説明したらいいんで
すかね。まず，変わったところをお伺いしたい
のですが。
佐々木 よく聞かれるのは，「大変ですね，

独立採算制ですか」という質問ですが，そうで
はないんです。より自立し，自主的に運営をす
ることが求められていますが，依然として研究
費と運営費は運営交付金というかたちで国から
いただいております。それから施設をつくると

3研究機関をめぐる機構改革
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きには施設費というのが，これは補助金のかた
ちでいただきます。
中澤 施設自身は国のものだという意味でし

ょうか。
佐々木 いいえ，すべての土地，施設，設備

などを 4月 1日付で無償で移管していただきま
した。その財産の管理をしなければならないと
いうことで，財政面がすごく変わってきており
ます。
お役所は特に事前には口を出しません。その

代わり，成果については，文部科学省にある評
価委員会が評価をします。その評価が悪ければ
いつでも役員を解任できるという仕組みです。
中澤 なるほど。
佐々木 求められているのは，いままでより

も効率的で効果的な運営をして成果を上げるこ
と。透明性を高めて，国民に対して十分な説明
をして，研究計画も研究成果も，財務も公表し
なさいということです。
所内的にも，自由度は増やすけれど透明度を

高める。競争原理をできるだけ導入する。この
あたりが独立行政法人に求められている今まで
とは違うところでしょうか。

独立行政法人の研究システム

―中期計画と中期目標―

中澤 いずれ東大も国立大学法人になるとい
われています。たぶん実際上の仕組みはそう変

わらないだろうと思います。
研究には事前に官庁は口を出さないとなって

いますが，一番の問題は効率を上げなさい，成
果を上げなさいというところで，変に勘ぐると
効率のいい研究のみをするようになるのかなと
思います。そのあたりはどんな感じですかね。
佐々木 もう少し制度上の問題を申し上げま

すと，これは大学法人でいまいわれているのと
はだいぶ違いますが，まず通則法です。独立行
政法人とはこういうものですということを定め
た法律があるのです。それと各法人ごとの個別
法，私どもの場合ですと放射線医学総合研究所
法，その 2段階の法律で定められております。
その個別法の中に，放射線医学総合研究所はど
ういう目的を持って，どういう業務をやるかが
定められています。
それから通則法の中に，中期目標，中期計画

というのがありまして，これは 3年ないし 5年
のものです。放医研は文部科学大臣が 5年間の
中期目標をくださり，それを受けて個別法に定
められている業務の範囲で中期計画を提出し
て，評価委員会の評価を受けたあと，それを大
臣が認可する。その計画に沿って業務を行う。
評価委員会が年次評価，中間評価・最終評価を
行う。そういうかたちになっております。
中澤 なるほどね。
佐々木 放医研についていいますと，われわ

れ研究者は，研究というのはなんでもやってい
いという感じがあるのですが，今後は中期計画
に書いたことをどれだけ達成したかが評価され
ることになる。ただ一方では，より萌芽的な，
基礎的な研究をしっかり育てなさいということ
もいわれているのですが。
中澤 放射線育種場の方でもそういう仕組み

ですか？
永冨 はい。だいたい同じです。今までは事

業計画は内部の評価が主体でした。しかし，国
の政策は，いまご紹介のあった中期目標に合わ
せた中期計画を立て，今後はその中で独自に進
められる弾力的な部分が出てきております。

佐々木 康 人 氏
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従来は集団的な護送船団方式だったものが，
今度は個別で航海できるような方式になり，自
分の航路をある程度開いていける自由度は出て
きたということです。
多少期待できるのは，従来制約を受けていた

面，例えば省庁間の制約については独自に働き
かけができるのではないかと思っております。
中澤 その中期目標というのは，どの程度の

精度で書くものなんですか。各研究室ごとに中
期目標が決まってしまうんですか？
佐々木 各グループごとにテーマを全部出し

まして，こういうテーマでこういうことをやり
ますということが中期計画の中に書き込まれて
います。
もちろん研究だけではなくて，運営をどうす

るか，いかに合理化し効率化するか，そのやり
方や，5年間の予算まで全部書くのです。
中澤 研究室サイドで考えた場合，一応，研

究のストーリーと予算が決まって，研究テーマ
も決まっているということですが，その研究
テーマ自体はどの程度のことを書くんですか。
永冨 従来の研究室は研究チームとなり，そ

れが一番小さな単位になります。その目標とし
ては，従来やってきた最もアピールできる課題
をまず抽出して，それに今後 5年間の実施課題
を設定しております。だいたい 1チーム 1課題
ということです。
中澤 1チーム 1課題ね。
永冨 ただ，それ以外のものはやってはいけ

ないのかというと，それは先ほど佐々木理事長
がおっしゃったような萌芽的な研究は実施でき
ます。十分な検討がないと次の新たな発展が出
てきませんので。
いってみれば，今のところは非常にソフトな

ランディングをやっているということです。
中澤 研究の中期計画という場合，研究チー

ムごと，あるいは研究室ごとに，本来やるべき
仕事を若干具体的に色付けして書くという程度
のものなんですかね，実際には。
永冨 今はそういうことですね。

中澤 産総研はいかがですか。
鈴木 原則的には，いま佐々木先生，永冨先

生がおっしゃったことと同じです。現在，中期
計画は，今までやってきた研究で，成果の民間
への技術移転や普及がわかりやすいようなもの
を中心に書いてあります。
私どもでは，以前は計量研が標準に関するか

なり多くの分野を抱え，電総研は電気とか放射
線の標準をやっていて，それが合体して計測標
準研究部門というものをつくりました。その中
で標準という具体的なターゲットを前よりもク
リアに出したかたちで決まっています。
現在供給している標準をこのように高度化し

ますとか，国際的に認証されるものにしますと
か，国際比較をこれだけしますとか，新しい標
準として何種類開発しますとか，そういうかた
ちで中期目標と中期計画が設定されておりま
す。中期計画は 1期 4年間です。
中澤 資料を拝見しますと，画像診断に関す

る基礎研究とか，NMRの研究とか，そういう
レベルが中期目標になっている感じですね。
佐々木 はい。私どもでは一番大きいテーマ

をプロジェクト研究として，これが 5つありま
す。日本新生特別枠で立ち上げたフロンティア
型研究がこれに加わります。次に基盤研究，基
盤技術を育てていくような研究です。それから
競争的な研究，いろいろな競争的な資金を取っ
てきて行う研究，それから萌芽的・基礎的研究

鈴 木 功 氏
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と，だいたいそのぐらいに分類しています。
中澤 鈴木さんのところでは，例えば標準の

研究というのはどうなるんですか。
鈴木 私どものところは約 13人ですが，

テーマの数としては約 10課題ですね。
予算の額からいいますと，4割ぐらいが運営

交付金を使った研究です。それ以外に，委託費
という文部科学省の費用で原子力の研究，振興
調整費を使った研究，経済産業省の NEDOを
通した研究が一部入っています。委託費といわ
れている研究費のほうが多いですね。

研究評価のタイミング

―動きの激しい研究，息の長い研究―

中澤 なるほど。まず中期目標として，そう
いうターゲットを決める。それはすでに評価委
員会で承認されているわけですね。それで 5年
間もそのテーマを…。大きいテーマでしたら，
若干フレキシビリティがあるでしょうが，具体
的なところまでそう計画通りにいきますでしょ
うか？
佐々木 それは非常に心配したのですが，新

しい研究活動を要求することもできます。必要
なら中期計画を書き直すこともできます。
中澤 私の印象では，育種分野ですと 10年

もかかったりするので，ある程度ゆっくりした
スタイルがいいかなと思うけれど，物理分野に
なると，例えば常温超伝導みたいに，スピード

の速い研究になってしまうという可能性があり
ますね。そういう変化に対応できるかなという
のが気になりますね。
永冨 その点は農林水産関係でも気になると

ころです。当方でも中期計画は 5年間で定めて
おりますが，非常に息の長い仕事があります。
作物の品種改良となりますと，普通は 12～13

年かかります。突然変異はかなり早いほうです
が，それでも 6～7年はかかり，中期目標の範
囲で収まり切れません。

5年のうちの 3年目に中間評価をやって 5年
後に本評価になりますが，この時点で評価が果
たしてできるのかどうか。こういう点は弾力性
を持たせるべきだという意見もあり，評価につ
いてはまだ検討中です。
中澤 スタート時点での評価はいいけれど

も，成果についての評価となると，成果の出方
の時間差はいろいろありますからね。
永冨 放射線育種場ではガンマフィールドが

あり，そこからとれた新しい品種としてはナシ
の二十世紀の黒斑病の抵抗性品種があります
が，この研究でも，当初植えた木から 20年目
に発見できているんですね。それから 10年経
って品種になり，現在 3分の 1程度の普及率と
なります。ただ，この品種により農薬が不要に
なった分は，年間 40～50億に達するんです。
こういう息の長い課題を今後どう評価できる

のか。あまり拙速に走ると，こういう芽がつぶ
れていくだろうと思いますね。
中澤 そうですね。
永冨 今まで 20年も要するものを，もし 10

年で評価しますと，たちどころに消えてしまい
ます。一方，事業ベースで進む研究もあります
から，このあたりの評価をどう考えるのか，と
いう問題を農林水産関係では抱えております。
中澤 標準という研究の場合も非常に長いで

すね，基本的にはずっと続けないといけません
から，そういう研究テーマにしないといけない
ですね。
評価ということ自体も難しいんですが，基本

永 冨 成 紀 氏
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的な問題としては，研究と評価のスケジュール
が今後の問題ということでしょうか。
鈴木 はい。適切な評価は難しいですね。
中澤 ここまでのお話をまとめますと，独立

行政法人になってどう変わったかというと，ま
ず研究する点に関しては，スタート時点ではそ
う心配はない。むしろこれから成果をどう評価
するかについて，トライアル・アンド・エラー
をしていくと考えればいいですかね。スタート
については，まあうまく行っている？
佐々木 少なくとも，従来とほぼ同じ予算を

認めてくれましたし，研究テーマも実質的には
従来の継続の中で決まっています。そういう意
味ではあまり変わらないで済んでいるのです
が，評価がかかったときに今後どうなるのかは
わからないと思います。
中澤 なるほどね。
佐々木 評価委員会の中に放医研部会という

のがあって，先週も評価基準の話が出ておりま
した。例えば，放射線の環境モニタリングのよ
うな長期的な研究で，しかも論文がそんなに書
けない，あるいはインパクト・ファクターが非
常に高い論文が書けない，そういうものをどう
評価していただくかということ。あるいは研究
は必ずしも直線で進むわけではありませんので
（笑），そういうところをぜひ見てほしいという
要望は出しております。
中澤 その問題は，大学にとっても一番問題

ですね。そういう評価をどういうふうにうまく
やれるかというのが，この独立行政法人への変
更のポイントですかね。

新組織の人事と意思決定システム

中澤 今回の改革で，リーダーの権限がかな
り強くなったんですが，リーダーとして何かや
られたんですか。
佐々木 具体的な話からしますと，先ほどの

萌芽的・基礎的研究に関しては理事長調整費と
いうのをつけてもらいました。いままで人頭研
究費として配っていたお金を全部集めまして，

理事長調整費の中で萌芽的な研究を公募して，
理事長調整費として配分した部分があります。
そういうところが従来とは違っています。
一方では，評価の結果を資源の配分に反映し

なさいといわれています。その中には研究費や
研究スペースもあるのですが，個人の給与とか
処遇をどうするのか，なかなかこれは悩ましい
ところなのです。
中澤 東大でも総長の力を強くして，総長が

給与を決められるようにしたらという話は冗談
で出ますけど，ただ大学の場合は教授会があり
ますから，そういう場所でかなり反対が出るだ
ろうなと思いますね。そうそう，職員からのそ
ういう要望への対応はどうなりますか。
佐々木 それは放医研の場合はかなり変わり

ました。従来は「所議」というのがありまし
て，そこがかたちの上では最高の決定機関でし
た。部長クラスの会議ですね。各研究部の部
長，それから管理運営部の部長が集まって，そ
こで最終的にものを決める。それはなくなりま
して，今度は役員というのができたわけです。
中澤 役員ね。
佐々木 所長と，副所長格だった，研究総務

官という指定職がなくなりまして，理事長と理
事が 2人，それから監事が 2人できたのです。
役員は特別職です。理事長は大臣が指名，理事
は理事長が指名，監事は大臣が指名というかた
ちで，少人数の役員会議でものが決められるよ

中 澤 正 治 氏
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うになりました。
中澤 今の 5人の役員の中には所外の人も入

るんですか。
佐々木 いえ，所外の方は入っておりませ

ん。大学はそういうことがいわれているようで
すが，私どもの場合は実際には理事が 2人で
す。以前の研究総務官といわれた副所長格の方
が研究担当の理事で，もう 1人，総務担当の理
事が行政のほうから推薦されてきています。指
名したのは理事長です。
監事は大臣の指名ですが，旧科技庁の行政の

方が 1人です。他の 1人は非常勤で，放医研で
推薦して，企業の財務がよくわかっている方に
来ていただいております。
中澤 そういう仕組みは，農業生物資源研究

所も同じですか。
永冨 だいたい同じです。所長が理事長にな

りまして，内部組織として植物生命研究所と動
物生命研究所，それから基盤研究部門と 3つ設
けまして，それぞれの生命研究所の所長が理事
を兼ねております。監事が同じように 2人い
て，外部から会計関係の監事が 1人と，研究関
係が 1人です。役員と企画調整，総務の部長で
構成する理事会で運営事項を決めております。
それを拡大理事会に諮ります。毎週つくばで

開催しますが，部長，課科長クラスまで入りま
すので，40数名の大きな会議になっておりま
す。人数が多く討議の時間がちょっと取れない
のが実情です。また，部門別やキャンパス別の
会議を開き，現場に近い問題について検討して
います。
中澤 なるほどね。実際上はたぶんトップ何

人かでものが決まるスタイルになっているけれ
ども，部長とか課長とか集まって話を聞くよう
な場所はあるわけですね。一般には，普通はト
ップ自身が決めるようになったというふうにだ
け聞いてましたが。産総研はいかがですか？
鈴木 産総研では理事長，副理事長がおりま

して，理事の方が 10名位です。理事長は外か
ら吉川先生が来られました。それから現在理事

になっている方は，3月まではいくつかの研究
所の所長だった人が何人かで，あとは行政担当
の方が 1人ぐらい，それから OBの方が入って
います。
中澤 なるほど。
鈴木 理事会をどの程度開いているか僕も知

らないんですが，たぶん 2週間に一度ぐらいの
レベルでは開いていると思います。直属の組織
としては企画本部というのがありまして，実際
の研究や予算の管理等はそこでやります。もう
少し現場に近いところでは，研究部門というの
が 22あって基盤的研究を行い，それから 23の
研究センターがより応用に近いところを担当し
ています。
研究センターというのは従来産業技術開発制

度というのがありまして，それを中心にやって
いるグループがつくっています。そこはなるベ
く産業界とも協力して，しばしば会社の方も出
向してきてやるというスタイルです。産総研の
一応目玉の成果としたいという意図でたぶん予
算的にもそこを重点にしています。
研究部門長全体が集まるとか，センター長が

集まるというのは，1年に 1度か 2度ぐらいの
ようです。理事会と各研究部門長との間は個別
的に，1か月に 1回程度いくつかの研究部門長
と理事との懇談会的な感じで情報交換，意思の
疎通をやっているようです。
中澤 リーダーがリーダーシップを発揮する

にあたって，現場の声が吸い上げられる仕組み
が，かなり前とは変わった感じですね。
鈴木 はい。
中澤 逆にいえば，リーダーシップを発揮し

やすくなった感じですか。
佐々木 先ほど申し上げた所議というのは，

30人ぐらいいますので，実質的な議論の場に
はなかなかなっていませんでした。理事会議の
方が人数が少ないですから，議論はできます
ね。ただ，それも運営連絡会議で議論したもの
が上がってきますから，形式的になりかねませ
んので，それは注意していかなければと思って
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います。
中澤 何かをこういう方向にしたいと考えた

場合には，そういう方向にしやすい感じです
ね。逆に，現場の方から望む方向への声を上げ
ようとすると，研究室の場合はどうしたらいい
んですかね。
鈴木 僕らの研究の現場に近いところでは，

理事とか理事長の方と意見なり意思の疎通がど
うやったら取れるのかというのは，今はちょっ
とわからないという状態ですね。
電総研のときは 600人ぐらいの組織ですか

ら，室長とか部長とかを通しますので所長との
間はけっこう距離があったんです。現在 240人
ぐらいの計測標準研究部門では，部門長との間
は近くなって，その中での意思の疎通はやりや
すくなりつつあるという感じですね。ほかの研
究部門は 70～80人ぐらいが平均なものですか
ら，たぶん研究部門長とグループリーダーとの
間の意思の疎通はもっと頻繁にできているのか
なと思います。
中澤 東大ですと，総長が工学部のポストを

医学部に持っていくとか，全体を見て，工学部
はだんだん先行きがなくなっているから予算を
削って他にまわそうということをやれるように
しなければ，たぶん次の新しい分野が伸びてこ
ない。そういう見地からはリーダーシップがあ
ったほうがいいですね。
東大はまだ教授会が強いですから，とてもそ

ういう総長のリーダー裁量は通らないと思いま
すけど，独立行政法人ではそういうことがしや
すくなっている…。

成果主義によるスクラップ＆ビルド

鈴木 産総研の研究センターですが，セン
ター自身のタームとしては第 1期として中期を
4年と設定しています。研究センターのうちの
半分以上が 4年で一応使命を終えたということ
で，4年後には新しい研究センターをつくる判
断がされるであろうといわれています。
中澤 センターをつくってしまうわけね。

鈴木 はい。実際に，産総研の職員は 20人
とか 30人ぐらいで，なるべく民間の会社から
もたくさん集まってもらって，それからポスト
ドクターを重点的に投じて全体を 50～60人に
して，なるべく産業に直接応用できるようなも
のをやろうというスタイルです。
研究部門の見直しも，いくつかは 1期の 4年

間で終わり，2期終了後にも 5つとか 10とい
う研究部門が改廃されるのではないかと予想さ
れています。
中澤 そういう場合に，次の研究テーマは，

誰がどの時点で決めるんですかね？
佐々木 これも準備の段階からいつも議論に

なっていたのですが，私どもは中期計画期間が
5年ですね。次のタームは平成 19年度からで
すから，その予算要求は 18年度の春ぐらいか
ら始まるわけです。そのときには評価ができて
いないと次の中期目標，中期計画がつくれな
い。ということは 3年か 3年半ぐらいのところ
の中間評価が実際の評価になって，それに基づ
いて次の中期計画，目標の案がつくられていく
のではないかと予想されます。

1年目は新しい体制をつくりつつあるところ
で，実際の研究活動はなかなかできない。だけ
どおそらくあと 2年半ぐらいで成果を上げない
と，そこでの評価が一番重要になってくる。研
究所にとってはすごく厳しいと思います。
中澤 スタートダッシュ良くやらないと危な

いわけですね。
永冨 うちの研究所では，法人自体にも 5か

年の中期計画の中で具体的な目標が数値で示さ
れているんです。例えば特許を何百点以上出す
とか。品種登録を何品種以上出すとか。論文に
ついてもそうなんです。
中澤 論文も要るわけね。
永冨 何千点出すと。それは書かされており

まして，5か年の集計でクリアしなくてはなら
ないんです。その目標自体も従来 2～3年の実
績を踏んで，将来はこのくらいという達成可能
な範囲にはあるかと思いますが，目標値は増や
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されることになります。
中澤 産総研も数値目標というのは同じです

か？
鈴木 はい。計測標準の場合は標準をいくつ

つくるとか，国際比較をこれだけやるとかいう
具体的な数字で出ています。それを中心に計測
標準は評価することになっています。開発段階
のものについては，標準として完成はできない
けれど，論文としてはこの程度出しますという
数字として，中期計画の中で出しております。

会計をめぐる問題

―企業型財務諸表で研究所が語れるか？―

鈴木 職員の待遇についてですが，産総研で
は各個人の評価を上司にやらせまして，それを
給与に反映させることになっているんです。ス
タートの今年は昨年までと同じですが，今年 1

年間やった結果を評価して，それによって上下
することになっています。
本俸は号俸で決まっており，それはそのまま

ですが，そのほかの調整手当とか管理職手当と
いわれていたもの，それから期末手当の部分
も，主に職責手当と業績手当とに分類する。そ
して成果によって業績手当を出す。平均を 100

として 0～200までやりなさいといわれている
んですが，中間管理職にとっては非常に困った
ことだというところですね。
佐々木 それから従来と非常に違ったのは，

運営交付金の中の科目，例えば旅費，人件費，
消耗品費とかの枠を厳密に守らなくてよくなっ
たことです。ですから消耗品を旅費に使っても
いいし，旅費を消耗品に使ってもいい。研究費
の中でポストドクターのような，私どもが直接
雇用型研究者といっている方を 1年ごとの契約
で雇用することも可能です。
中澤 実際に，そういう枠のないお金が研究

室に来ているんですか？
鈴木 運営交付金で来た予算の使途につい

て，従来われわれのところでは非常勤職員を雇
うのはかなり強い制限があったんですが，今年

からはかなり自由度を増やしてもらっていま
す。事務的なお手伝いをする方から技術的なサ
ポートをする方まで，そのための給与規準もだ
いぶ細かく決まっています。
標準関係ですと，ルーチン的な技術サポート

をする仕事がかなりありますので，そういうか
たちで雇えるようになったのは，独立行政法人
になった非常に大きなメリットですね。
あとは旅費の問題が，その運営交付金のおか

げで非常に楽になっています。海外の学会発表
とか，われわれのところは国際比較をする仕事
がありますので。
中澤 大学では相変わらずまだ外国への出張

費というと苦労していますけど，そういう点は
非常にメリットかもしれませんね。
佐々木 そうですね。もう 1つは，剰余金を

年度を超えて持ち越すことができることになっ
ているのです。ただ，どういう範囲内で，どう
いう理由なら認めてくれるかということは，ま
だ明確にされておりませんので，やはりあまり
残すと国に吸い上げられちゃうのではないかと
の懸念も捨てきれません（笑）。
中澤 長期に研究をやるという話の場合です

と，そういうシステムは非常にいいですね。
永冨 はい。当初は単年度予算を弾力的に数

年にわたって持ち越せるというので，これはい
い方法だと思っていたんです。ただ，いざふた
を開けてみますと，いろいろな制約もありまし
てね，大変使いにくい状況にもなっています。
費目間はたしかに旅費法というのが今度適用

外になりましたので，これは研究費の範囲でで
きるというのはとてもいいんですが，今度は，
例えば予算が外部から来る場合は，契約を受け
たあとでないと執行ができない。今年などはこ
れが半年以上遅れてきて，結局その目途で使え
ないという問題があります。
中澤 費目もしっかりと決まっているし。
永冨 非常にやりにくい状況ですね。
中澤 なるほど。基本的に交付金は，国際出

張でもなんでも自由に使える寄付金というシス

10 Isotope News 2002年 1月号



テムである。それ以外のお金は費目に応じて制
約があるので，費目別に使っていくという感じ
ですか。
佐々木 あとは会計ですごく大変なのは企業

会計原則に則るということで，いわゆる財務諸
表をつくって公開することになっています。こ
れが大変で，いままで国の会計をやってきた方
たちも企業会計はわからないわけですね。一生
懸命講習を受けたりして勉強してもらっていま
すが，全然違うものらしいです。
中澤 なるほど。
佐々木 結局は外の公認会計士の先生方に手

伝っていただいて，3月に出す財務諸表をつく
ってもらっているのですが，これが大変な作業
です。例えば物品も機械も，さっき「4月 1日
に全部もらいました」といいましたが，それの
減価償却を今度の決算で，あるいは来年度予算
で一つひとつやらなくてはならないのです。
中澤 大学でも最近は独立行政法人になるた

めにどこがどうなるという報告書が出ていまし
て，前の半分が研究上の管理運営の話で，残り
半分が会計なんです。だけどこの会計の部分は
全然わからないので，みんな無視ですよ。実際
はその部分が大変なんですね（笑）。
佐々木 私どもは幸い企業で財務をやってこ

られた方に非常勤監事で来ていただいています
ので，その方にずいぶん勉強させていただきま
した。まず企業会計のことを話してもらって，
それから独立行政法人の会計はこうなると話し
てもらいます。その方が，独立行政法人の会計
についてわかりやすく書いてくれたのを近々本
にして出します。ぜひ読んでいただければと思
います（笑）。
中澤 はい（笑）。ところで，そういう企業

型の財務諸表が，研究とか，ある分野の評価と
かに影響することはありますか？
佐々木 なぜ財務諸表をつくるのかという

と，企業なら，財務諸表なるものを見るとその
会社がうまくやっているかどうかがすぐわか
る。そのためだと思いますが，研究所というの

は企業と全然違いますから，研究成果を収益に
換算できない限り，それを見たからといって研
究所の活動状況がわかるわけではないのです。
だから研究所の運営状況および活動状況が一

目瞭然になるような，新しい会計手法を開発す
べきだと思うのですが，そういうことをせずに
企業会計を気軽に持ってきたという感じを受け
ます。これではわからないと思いますね。それ
で手間だけはかかる。かたちはもちろん整いま
すけど，それを見たら企業の状況がわかるよう
に研究所の状況がわかるかというと，たぶんそ
ういうものじゃないと思うのです。
中澤 そうですよね。まさしく大学もそうか

もしれません。学生を卒業させるのにいくらと
いう費用を算定したりしないと，そういう評価
は実際上はできませんから。そういう財務評価
については，何か新しい方策が求められている
ということになりますね。
佐々木 そうでないと本当の実績の評価には

ならないんじゃないかと思いますし，企業から
来た方もそういっておられます。
中澤 たしかに，それは今後の課題かもしれ

ませんね。

業務上の課題と今後の展望

中澤 ところで今度は放射線の話ですが，放
射線を研究する際の状況は，研究環境が費用的
に楽になっている部分があるし，当面の研究目
標を立てることもやれそうです。ただ評価の問
題はこれからの課題ですが，それ以外で何か放
射線の研究をする際に，これがよかった悪かっ
たという話はありますか？
私は前に産総研の人から，国の機関ではなく

なったからルールがいろいろ面倒くさくなった
と聞いたことがあるんですが。特に火事等への
対策とか。
鈴木 放射線障害防止法の関係はそう詳しく

ないんですが，労働安全衛生法というのがあり
まして，毎月 1回，安全に各部屋が運営されて
いるか点検しなければいけない。また，空間放
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射能濃度の測定も毎月行うようになりました
ね。そういう意味で安全面で，国の機関だから
これまで免除されていたことが要求されるよう
になってきましたね。あとは高圧ガスとかケミ
カルに危ないものについての設備も，ちょっと
危ないからきちんとつくり直さなければいけな
いという種類のものがだいぶあるようで，それ
は担当の部局と相談しながらやっています。
中澤 私は東大の工学部で安全管理室長をや

っているんです。そういう問題の点検をやって
いるんですけど，大学というのはそういう点で
とても遅れているんですね。年がら年中排水が
規則違反だとか，防火の設備が悪いとかいわれ
ていて，「国立大でなかったらこんなことじゃ
済まないよ」といわれることがあるんです。研
究機関の方では，そういう点は，若干問題かも
しれないけれども何とか対応されているという
ことなんでしょうね。
佐々木 でも，いろいろなことが厳しくなっ

ております。会計関連の監査も，従来どおりの
会計検査院の監査に，所内の監事の監査，外部
からは監査法人による監査と，会計だけについ
ても何重にも監査をやっています。
あとは労働衛生の問題とか，もう一つは保険

ですね。例えば私どもは小さいですけど病院を
持っておりますので，もし何か事故でも起こっ
たときの保険は，今までは国が対応してくれた
のですが，独自に対応しなくてはということで
新たに保険をかけたりしています。
中澤 たしかに保険の問題は大きいかもしれ

ません。国のバックアップがなくなっているわ
けですね。大学なんかですと大変です。学生が
もし 1人事故で亡くなった場合に 1億なりなん
なりという話になりますから。国からはいまま
で 3000万ぐらいですかね，それでは足らない
ので教官自身が積み立てたりしていましたが，
その額，それ以外のことも考えると，もっと増
えそうな感じになりますね。
永冨先生の研究所でも保険は新たにつくって

いるんですか。

永冨 ええ，つくっております。所のほうで
まとめて，ちゃんと予算の枠に入れています。
また，施設の改修などは，従来は非常にやり

にくかったんです。うちの方は農林水産省に所
属し科学技術庁の系統でもあり，この間の溝は
やはり乗り越え難いものがありました。このよ
うな面は今度フリーになったということで，い
ろいろな活動を独自にやっていく必要があると
思います。
今の施設なども 40年前の規格だったもので

すから，現在の国際化あるいは IT の時代，そ
れからいろいろなベンチャーへの対応も含めて
考えていかなくてはならないと思っています。
中澤 少しずつわかってきました。まず，変

わったことに慣れないといけないですね。慣れ
てみれば，スタート自身はそう悪くはなかった
かもしれないなという印象を受けますね。むし
ろこれから評価とか，財務管理とかの問題が前
方に山のように立っている感じがある。放射線
の研究自体は，むしろよくなりつつあると。
佐々木 研究自体はそうですね。私どもでも

放射線モニターとか環境系の放射線の研究は，
どちらかというと業務に近い部分があるわけで
す。そういうものがどう評価されるかまだわか
りませんが，うまく評価されないで，大事なこ
となんだけど続けられないということになって
は困ると思うのです。
それから放射線計測の人材を確保していくこ

とが，場合によると難しくなるので，そういう
ことのないようにしていかなければいけないと
思っております。
放医研には，今までは研究職と行政職（現在

は事務職），医療職しかなかったのですが，技
術職というものを立ち上げよう，高度の技術を
きちんと発展させ継承していく方たちをしっか
り育てていきたいと考えております。
中澤 まさしく技術職，大学でいうと技術官

といいますか。そういう分野の人材が減ってい
くと，研究に障害が生じるということですよ
ね。アメリカなどを見ていると，そういう点で
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うまくやっていると思いますよね。ちゃんとそ
ういう技術セクションがありますよね。今のお
話も大局的な問題に研究所として気がつけば，
そういう対策もとれるという点では独立行政法
人も悪くはなかったという感じですかね。
佐々木 そうですね。
中澤 大学はどうなるかなと思いながら聞い

ておりましたが，評価の問題に関連することが
解決されれば問題ないかなという印象ですか。
佐々木 独立行政法人通則法というのは別に

研究所を対象にしてできているものではありま
せん。文部科学省の中でも国立博物館とかいろ
いろなものがあるわけです。ですから必ずしも
研究所に適した法律ではないと思います。そう
いう意味で，大学は国立大学法人という別のか

たちで，別の法律で決められるというのは非常
にいいことだと思います。そうでなければとて
も大学は法人化できないと思いますが，研究所
はどちらかというとむしろ大学の法人に入らせ
ていただいたほうがよかったかもしれないです
ね。これは，改革の順番が前後してしまいまし
たので困難とは思いますが。
中澤 そういうのは動き出してからあとの話

になるのかもしれません。いまはさらに公益法
人の見直しが進んでいますしね。
それでは，独立行政法人をめぐる Isotope

News読者の疑問も一応解決しつつあるという
ことで今日は終わりにしましょう。
本日は，誠にありがとうございました。

（終）

すぎ むら たかし

○杉 村 隆

大正 15年東京生まれ。昭和

24年東京大学医学部卒業。

（財）癌研究会癌研究所を経て昭

和 32年から米国 NIH，ウェス

タンリザーブ大学留学，昭和 39

年より国立がんセンター研究所

生化学部長，同副所長，所長を

経て，昭和 59年より国立がん

センター総長，昭和 45年から

東京大学医科学研究所教授を併

任。平成 4年から国立がんセン

ター名誉総長，平成 6年から東

邦大学長を経て，平成 12年よ

り東邦大学名誉学長。

昭和 40年代に突然変異原物

質，MMNGをラットに投与し

て，初めて実験的胃がん発生に

成功。昭和 50年代から環境化

学発がん物質の研究に進み，食

品を加熱調理することによっ

て，多種のヘテロサイクリック

系化学発がん物質が生成するこ

とを発見。一方種々の強力な発

がんプロモータも発見してい

る。なお，昭和 40年代にはポ

リ（ADP―リボース）を発見す

るなど，基礎的な生命現象の研

究にも興味をもつ。現在は広く

がん研究，がん診療の諸問題に

かかわるが，個人的にはがんの

多段階発がんに精力的に携わっ

ている。柔軟思考と権威主義の

否定がモットーである。趣味は

蝶の採集，最近はカメの置物を

集めるのに凝っている。

昭和 51年に日本学士院賞，

恩賜賞，昭和 53年に文化勲

章，昭和 56年に米国ジェネラ

ルモーターズがん研究基金モッ

ト賞を受賞した。日本，米国，

オランダ，スウェーデンの学士

院会員。

さ さ き やす ひと

○佐々木 康 人

昭和 12年東京生まれ。両親

が鹿児島県出身なので，鹿児島

県人会，九州県人会の会員だっ

たことがある。

昭和 38年東京大学医学部医

学科卒業，同附属病院でイン

ターン修練を受ける。昭和 43

年同大学医学系研究科第一臨床

医学専門課程（第二内科）修

了。トロトラスト肝障害の患者

を受け持ったのを契機に RIグ

ループに配属され，昭和 44年

1月から 46年 8月米国ジョン

ズホプキンズ大学核医学部門に

留学。日本からのエージェント

No.113と呼ばれた。初代エー

ジ ェ ン ト は Dr. IIO（飯 尾）＝

No.110であり，No.113は 4代

目に当たる。留学中に，臨床核

医学の将来発展を確信した。
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